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輓
近

の
少

年

犯

罪

に
就

い
て

不

破

武

夫

支
那
事
変

が
は
じ
ま
つ
て
以
來
も
う
三
年
半
に
な
る
。
幸
に
し
て
當
初
案
じ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
こ
ろ
ε
相
違
し
て
、
少
年
犯
罪
は
累

年
遊
減
の
傾
向
を
示
し

(第

一
表
参
照

)
、

第

一
次
欧
洲
戦
齪
當
時
交
戦

諸
國
に
於

い
て
み
た
が
如
き
、
憂
ふ
べ
き
相
貌
を
呈
し
て

は
ゐ
な
い
。
お
そ
ら
く
將
來
ご
て
も
、
其
の
封
策
を
あ
や
ま
る
こ
巴
な
く
、
且

つ
一
般
的
情
勢
が
特
に
著
し
く
逼
迫
せ
ぬ
限
り
、
其

の
激
増
を
み
る
が
如
き
こ
と
な
く
し
て
濟
む
で
あ
ら
う
。

然
し
決
し
て
樂
観
す
る
こ
ご
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ

つ
て
、
韓
近
に
於
け
る
少
年
犯
罪

の
内
容
を
貼
検
す
れ
ば
、
注
意
す
べ
く
警

戒
す
べ
き
何
程
か
の
も
の
が
存
す
る
。
私
は
、
本
稿
に
於
い
て
、
手
に
す
る
こ
と

の
出
來
た

一
慮
の
資

料
に
よ
り
、
時
局
の
影
響
を

受
け
つ
つ
あ
る
韓
近
の
少
年
犯
罪
を
概
観
し
、
且
つ
其
の
相
貌
を
出
來
る
だ
け
あ
き
ら
か
に
し
た
い
ご
思
ふ
。
元
來
少
年
犯
罪
に
關

す
る
資
料
の
公
刊
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
は
甚
だ
勘
な
い
。
勘
な
い
資
料
に
よ
つ
て
、
あ
ま
り
全
般
的
な
結
論
を
引
出
す
こ
と
が
可
な

り
胃
瞼
…で
あ
る
こ
と
は
、
十
分
に
判

つ
て
ゐ
る
。
然
し
あ
る
程
度
の
胃
険
…を
敢
て
せ
ぬ
限
り
何
も
謂

へ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
本

稿
も
許
さ
れ
る
限
度
で
の
此
め
種

の
胃
瞼
を
お
か
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
断
は
つ
て
置

く
。

競
近

の
少
年
犯
罪
に
就

い
て

六

脚



法

故

研

究

第
十
一
巻

第
二
號

六
二

口

全
國
少
年
犯
罪
の

一
般
的
趨
勢
は
、
少
年
保
護
庭
分
實
施

の
大
正
十
二
年
以
降
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
大
正
十
五
年
に
最
高
記

鋒

(
五
六
、
八
二
四
人
)
を
示
し
て
一
旦
は
漸
減
の
傾
向
に
向

つ
九
の
で
あ
る
が
、
満
洲
事
変
直
後
再
び
上
向
し
、
.第

一
表
に
み
る

(
第

一
表
)
全
國
犯
罪
少
年
撒
累
年

比
較

昭
利

六

年

昭
和

七

年

昭
和

八

年

昭
和

九

年

昭
和

十

年

昭
和
十
一
年

昭
和
十
二
年

昭
和
十
三
年

昭
和
十
四
年

四

一
、
七
四
二
人

四
二
、
五
八
六
人

四
七
、
六
九

一
人

五
四

、〇
二
三
人

五

一
、
二
五
三
人

五
〇
、
二
二
九
人

四
六
、
九
七
九
人

四
五
、
四
八
三
入

四
二
、
二
七
五
入

が
如
く
、
昭
和
九
年
に
は
憂
ふ
べ
き
第

二
の
ピ
ー
ク
を
示
し
忙
。
併
し
爾
來
ま
忙
漸
減

の
一
路
を
辿
り
、
殊
に
昭
和
十
二
年
七
月
支
那
事
変

勃
焚
以
來
、
全
國
的
な
全
犯
罪
数

の
激
減
と
共
に
、
少
年
犯
罪
も
著
し
き
減
少
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

而
し
て
更
ら
に

「
支
那
事
変

が
年
若
き
少
年
の
精
神
に
與

へ
忙
重
大
な
影
響
は
、(中

略
)
同
事
変

の
國
家
的
重
大
性
が
少
年
遽
に
も
漸
次
理
解

せ
ら
れ
て
來
た
ご
思
は
れ
る

昭
和
十
二
年
十

一
月
及
び
十
二
月
に
於
け
る
東
京
大
阪
爾
少
年
審
判
所
の
受
理
件
数

の

激
減
に
ょ
つ
て
」
も
設
明
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
遺
憾
な
が
ら
此
の
緊
張
は
あ
ま
り

な
が
く
綾

い
て
ゐ
る
と
は
謂
ひ
難
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
夙

に
識
者
に
よ
つ
て
、
昭
和

十
二
年
度
ε
昭
和
十
三
年
度

と
の
東
京
審
判
所
受
理
事
件

を
比
較
し
て

「
程
度
の
高
い

質
の
悪
い
事
件
は
増
加
し
つ
玉
あ
る
」
旨
が
警
告
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
第
二
表
及
び
第
三
表
は
此
の
警
告
を
裏
書
し
て
ゐ

る
も
の
ご
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
諏
。



(
第

二
表
)
犯
罪
少
年
及
び
不
良
少
年
…数
累
年
比
較

(
警
硯
騰
)

男

女

昭
和
十

一
年

昭
利

十
二
年

昭
和
十
三
年

昭
和

十
四
年

五

、
八

一
六

五
、
九

四

七

六

、
二
〇

四

六

、
八

八

六

人

四
七
六

三
五

一

四
二
〇

五
六
四

計
山ハ
、
二
九

二

六
、
二
九

八

六
、
六

二

四

七
、
四

五
〇

(第
三
表
)
受
理
事
件
及
び
保
護
事
件
数
累
年
比
較
(少
年
審
判
所
)

受
理
件
敷

保
護
件
数

綴
績
塵
分

昭
利

十

年

昭
和
十

一
年

昭
和
十
二
年

昭
和
十
三
年

昭
和
十
囚
年

九

、
九

一
八

九
、
五

七
〇

一
〇

、
一
六

五

九
、
七

八

八

八
、
五

ニ

ニ

二
、
八

三

四

二
、
九

六
〇

三
、
八

九

八

三
、
三
四

五

一二
、
山ハ
三

八

八

四

三

九

三

二

一
、
二

山ハ
一二

一
、
〇

七
〇

一
、〇

八

七

荷
ほ
多
少
の
説
明
を
加

へ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
第
二
表
は
、
警

覗
臆
管
内
取
扱
の
犯
罪
少
年
及
び
不

良
少
年

(
二
十
歳
未
満
)
数

の
累
年
比
較
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
昭
和
十

一
年
以
來
漸
次
遽
増
し

昭
和
十
四
年
度
に
至
つ
て
は
昭
和
十
二
年
度
と
比
較
し
て
殆
ん
ご

一
二
〇
〇
人
の
激
増
を
示
し
て
ゐ
る

の
で
あ
つ
て
、
想
像
し
得
べ

き
幾
多
の
誤
差
源
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
尚
ほ

相
當
数
の
犯
罪
行

爲
や
不
良
行
爲
の
増
加
を
推
知
せ
し
む
る
も
の
が
あ
る
と
謂
は
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
叉
第
三
表
は
東
京

少
年
審
判
所
に
於
け
る
受
理

件
数
及
び
保
護
件
数
の
累
己牛
比
較
で
あ
る
。
受
理
件
数
は
昭
和
十

二
年
に
著
し
く
高
く
な
り
爾
後
蓬
減

を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が

此
の
昭
和
十
二
年
度

の
増
加
は
昭
和
十

一
年
十

一
月
新
に
干
葉
縣

及
び
埼
玉
縣
が
東
京
少
年
審
判
所
の
管
轄
に
編
入
せ
ら
れ
た
結
果

に
基
づ
く
と
こ
ろ
相
當
大
で
あ
る
こ
と
が
推
知
せ
ら
れ
る
。
而

し

て
斯
く
の
如
く
管
轄
地
域
が
損
大
せ
る
に
拘
ら
す
、
昭
和
十
四
年
度
の
受
理
件
敷
は
、
事
変
前
た
る
昭
和
十
年
度
及
び
昭
和
十

一
年

度

に
比
し
て
遙

に
少
な
く
、
昭
和
十
三
年
度
よ
り
は
約

一
二
〇
〇
件
の
激
減
を
示
し
、
此
の
黙
に
於
い
て
第

一
表
と
歩
調
を
等
し
く

競
近

の
少
年
犯
罪

に
就

い
て

六
三



法

政

硯

・
究

第

十

一
巻

第

二
號

山ハ
四

す
る
も
の
あ
る
こ
ご
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
が
、
昭
和
十
四
年
度
の
受
理
件
数
は
斯
く
の
如
く
激
減
せ
る
に
拘
ら
す
、
重
要
な
る
纏

績
的
保
護
處

分
は
前
年
に
比
し
て
殆
ん
ご
相
異
な
く
、

一
般
保
護
處
分
件
数
は
却
つ
て
約
三
〇
〇
件

の
増
加
を
示
し
て
ゐ
る
。
即
ち

受
理
件
数
が
激
減
せ
る
に
拘
ら
す

一
般
保
護
處
分
件
数
の
増
加
乃
至
糧
績
處
分
件
数
の
減
少
せ
ざ
る
こ
と
は
、
全
體

と
し
て
の
受
理

事
件
の
悪
質
化
を
物
語
る
も
の
、
と
謂
は
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ら
う
。

以
上
述
ぶ
る
ε
こ
ろ
を
要
約
す
れ
ば
、
支
那
事
墾
後
少
年
犯
罪
の
遽
減

が
報
告
せ
ら
れ
て
ゐ
る

(第

一
表
)
け
れ
こ
も
、
之
に
よ

(
入
)

つ
て
吾

々
は
必
す
し
も
樂
観
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
屡

々
韓
近
に
於
け
る
少
年
犯
罪
の
増
加
及
び
悪
質
化
が
物
語
ら
れ
る
の
は
、

(
九
)

相
當
根
擦
の
あ
る
こ
ご
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

(
一
)

司
法
保
護
事
業
年
鑑

・
第

一
巻

(
昭
和
十
五
年
)

四
五
〇
頁
。
尚
ほ

第

一
表

の
昭
和
十
三
年
度
以
降
の
数
字
は
特

に
司
法

省
の
好
意
に
よ
り

知
り
得
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

競
近
に
於

け
る
少
年
犯
罪

の
統
計
上

の
遮
減
が
、
直
ち
に
少
年
犯
罪

そ
の
も

の
の
減
少
を
示
す
か
ど
う
か
は
、
必
ず
し
も

一
概
に
謂

ふ
こ
と
は

出
來
な

い
。

此
塵

に
所
謂

「
犯
罪

の
暗
敷
」
の
吟
味
を
必
要
と
す
る
。
統
計
上

の
少
年
犯
罪

の
減
少
が
眞
實

に
合
せ
ざ

る
も

の
と
疑

ふ
側
か
ら

は
、
何
よ
り
も
事
変

後

に
於
け
る
警
察
力

の
手
薄
と
穣
畢
能
率

の
低
下
が
考

へ
ら

れ
る
。
眞
實

に
合
す

る
も

の
と
考

へ
る
側

か
ら
は
、
本
文

に

示
す
が
如
き
事
変

の
重
大
性
を
自
畳

し
た
年
少

者
の
緊
張

・
関
係
當
局
者
の
努
力

・
産
業
界

の
好
景
氣
に
よ
る
失
業
少
年

の
減
少

等
々
を
挙
げ

得
る
で
あ
ら
う
。
諸
般

の
事
情
を
綜
合
し

て
、
私
は
、
大
燈

に
於
け
る
統
計

の
傾
向

は
眞
實
に
合
す
る
も

の
で
あ

つ
て
競
近

の
少
年
犯
罪
は
實

際
上
も
増
加
し
て
は
居
な

い
こ
と
を
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。

(
二
)

前
掲
年
鑑
、
四
五

一
頁
。

(
三
)

前

田
偉
男
、
事
変

下

の
少
年
犯
罪
に
就

て
、
証
會
事
業
研
究
、
第
二
七
巻
第
二
號
。

へ
四
)

貴
具

正
勝
、
少
年

の
不
良
化
防
止
に
就

て
、
少
年
保
護
、
第
五
巻
第

一
一
號
所
載
。



(
五
)

東
京
少
年
審
判
所
、
少
年
保
護
統
計

(
昭
和
十
四
年
度
)
所
載
。

(
六
)

類
似

の
事
情

は
朝
鮮
に

つ
い
て
も
、
編

田
大
邸
検
事
長

に
よ
り
詳
細

に
報
告

せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

「
全
鮮
少
年

(
十
八
歳
未
満
)
犯
罪
検
學
人

員

に
付

て
之
を
見
ま
す
れ
ば
、
昭
和
十

一
年

一
四

二
五
八
人
、
昭
和
十

二
年

一
六
四
七
九
人
、
昭
和
十
三
年

一
二
九
二
三
人
、
昭
和
十
四
年

一

四
二
〇
〇
人
と
な
り

(
中
略
)
統
計
上
に
於

て
は
事
変

前

に
比
し
事
憂
後
増
加

し
た
り
と
は
謂

ひ
得
ら
れ
な

い
欺
況

で
あ
り
ま
す
。
然
し
之

も

監

ー (
第
四
表
)

昭
和
十

一
年

昭
和
十
二
年

昭
和
十
三
年

昭
和
十
四
年

十
八
掘

未

満

二
十
歳

未

満

入

七
五
七

八
八

一

八
五
三

八
七
七

入

七
〇

四

六
八
九

六
四
八

七
二

計

人

一
、
四

山二

一
、
五

七
〇

一
、
五
〇

一

一
、
五

八

八

全
鮮
刑
務
所
新
受
刑
者
入
所
當
時

の
年
齢
捌
調
査

に
依
り
ま
す
れ
ば
入
所

當
時

二
十
歳
未
溝

の
者
は
寧

ろ
漸
増

の
傾
向

に
あ
る
こ
と
を
看
取
せ
ら
れ

る

の
で
あ
り
ま
す
(
第
四
表
)。

一
般
少
年

の
検
塞

人
員
が

ふ
え
て
居
ら
な

い
の
に
少
年
受
刑
者
が
増
加
し

て
ゐ
る
と
云

ふ
事
實
は
即
ち

少
年
犯
罪

の

内
容

の
悪
質
化
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
少
年

の
不
良
化
が
其

の
度
を
深
め

つ
Σ
あ
る
事
を
實
詮
す
る
も
の
と
認

め
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
り
ま
し
て

決
し

て
樂
襯
を
許
し
得
ざ

る
状
態
と
思
料
せ
ら

る

瓦
の
で
あ
り
ま
す
。」

編

田
甚
二
郎
、
時
局
下
に
於

け
る
少
年
不
良
化
の
歌
況

(
昭
和
十
五
年
)
。

(
七
)

台
湾

の
事
情
に
つ

い
て
は
、
大
槻
新
竹
少
年
刑
務
所
長

に
よ
り
、
昭
和
九
年
度

以
降
累
年

の
新
入
少
年
受
刑
者
敷
と
し

て
、
二
六

一
名
、

一

九
三
名
、

三
〇

二
名
、

二
八

一
名
、
三
七
三
名
、
二
七
六
名
と

い
ふ
数
字
が
褐
げ
ら
れ
、
事
憂
第
二
年
目

の
昭
和
十
三
年
度
は
噺
然
櫓
加
し

て

三
七
三
名
を
敷

ふ
る
に
至
つ
た
事
が
甚
だ
遣
憾
と
せ
ら

れ
て
ゐ
る
。
大
槻
三
郎
、
少
年
犯
罪

に
關
す
る
問
題
、
社
會
事
業

の
友
第

一
三
七
號
。

(
八
)

こ
れ
は
第

一
線
に
立

つ
實
務
家
に
よ
り
私
自
身
屡

々
物
語
ら
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
更
ら

に

一
例
と
し
て
東
京
朝
日
新
聞

(
昭
和
十
五
年
八

月
六
日
)

の
社
説

の

一
節

を
摘
記
し
よ
う
。

「
事
憂
當
初

に
あ

つ
て
全
國
的
に
犯
罪
者
敷

の
澱
減
す
る
傾
向
を
見
せ
て
ゐ
た
事
は
、
畢
國
緊
張

の
實
を
示
す

一
例
と
し
て
、
喜
び
に
堪

へ
な

い
所

で
あ
つ
た
が
、
そ

の
後
す

で
に
三
年

以
上
を
経
た
今
日
と
な
つ
て
は
、
遣
憾
な
が
ら

そ
れ

に

反
対

す
る
現
象
も
珍
ら
し
か
ら
ぬ
状
態

に
な

つ
て
來
た

の
で
あ
る
。

(
中
略
)

就
中
、
薄
志
弱
行
声
操
守
不
堅
固
な
る
若
者
が
、
社
會
秩
序

を

働
し
て
犯
罪
者
と
な
る
事
實
は
、
最
も
憂

ふ
べ
き
事
柄
で
あ
り
、
特

に
近
來
そ
の
質

の
悪
化
と

そ
の
量
の
激
増
と
を
見
る
に
至

つ
た
事

は
誠

に

由

々
し
き
大
事
と

い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
」
荷
、
金
子
準
二
、
戦
争

と
少
年
犯
罪
、
社
會
事
業

研
究
、
第
二
八
管
第

一
〇
號
参
照
。

競
近

の
少
年
犯
罪

に
就

い
て

六
五



法

踏夙
研
究

第
十

一
巻

第

二
號

山ハ
山ハ

(
九
)

本
稿
脆
稿

後
、
辻
稿
岡
少
年
審
判
所
長
に
よ
つ
て
、
次

の
如
く
述

べ
ら

れ
て
ゐ
る
記
事

に
接
し

た
の
で
附

記
す
る
。

「
世
間
で
は
少
年
犯
が

ふ
え
た
と
言

つ
て
ゐ
る
が
少
年
審
判
所
に
や
つ
て
く
る
少
年

の
数

は
以
前
と
ほ
と
ん
ど
か
は
ら
な

い
、
し
か
し
質
は
ぐ

つ
と
悪
く
な

つ
て
ゐ
る
。

そ
し
て
改

心
せ
ず

に
幾
回
も
や

つ
て
く
る
者
が
多
く
な

つ
た
」
。

編
岡
日
日
新
聞

(
昭
和
十
六
年

一
月
十
七
日
)
所
載
。

ヤ

ニ

次

に
犯

罪

行

爲

別

に

み

九

少
年

事

件

を
観

察

し

よ

う
。

昭

和

十

二
年

度

に
保

護

虚

分

を

受

け

た

少

年

の
人
員

は
全

國
合

計

八

六

二

六
名

で

あ

る
。

其

の
罪

名

別

分
類

は
第

五
表

の
如

し
。

(
第
五
表
)
全
國
保
護
事
件
罪
名
別

一
覧

(
昭
和
十

二
年
)

▼

コ

1

放 火

失 火

往 來 妨 害

住 居 侵 入

{爲 造 罪

狸i褻

強 姦

賭 博

殺 人

傷 害

過 失 傷 害

脅 迫

窃 盗

強 盗

詐 欺

恐 喝

横 領

臓 物

殿 棄

其の他の刑法犯

特 別 法 犯

處犯 者

計

一
般

に
少
年
事
件
中
墜
倒
的
多
数

を
占
め
る
の
が
窃
盗
事
件
で
あ
る
こ

ε
は
周
知
の
ε
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
第

五
表
に
於
て
も
窃
盗
犯
は
総
数
の
六

六
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
ゐ
る
。
此

の
割
合
は
お
そ
ら
く
毎
年
格
段
の
差

異
を
示
さ
な
い
で
あ
ら
う
。
第
五
表

に
於
て
窃

盗
に
次
ぐ
も
の
は
横
領
、

特
別
法
犯

)
、

、そ
の
七
〇
%
は
自
動
車

'取
締
令
違
反
で
あ
る

詐
欺
、
傷
害
、
恐
喝
等
で
あ
る
。
韓
近
に
於
い
て
賭
博
犯
の
激
増
が
傳

へ
ら
れ
て
ゐ
て
、
之
は
大
い
に
あ
り
得
べ
き
こ
と
こ
考

へ
ら



れ
る
の
で
あ
る
が
、
計
数
的

に
確
定
し
得
る
資
料
は
未
だ
手
に
入
れ
て
ゐ
な
い
。

尚
、
特
別
法
犯
に
關
し
司
法
保
護
事
業
年
鑑
は
次
の
如
く
説
明
し
て
ゐ
る
。

「特
別
法
犯
に
於

い
て
最
近
目
立

つ
の
は
銃
砲
火
藥

類
取
締
法
違
反
、
暴
力
行
爲
取
締
法
違
反
、
戎
器
携
帯
禁
止
令
違
反
の
事
件
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
即
ち

東
京
少
年
審
判
所
に
於
け

る
銃
砲
火
藥
類
取
締
法
違
反
九
九
件
、
暴
力
行
爲
取
締
法
違
反
九
件
、
大
阪
少
年
審
判
所
に
於
い
て
は
銃
砲
火
藥
類
取
締
法
違
反
二

八
件
、
暴
力
行
爲
取
締
法
違
反

一
九
件
、
戎
器
携
帯
禁
止
令
違
反

=
二
件
等
で
、
之
等
の
犯
罪
は
最
近
の
戦
争
叉
は
事
変
等
に
ょ
る

社
會
風
潮
が
少
年
の
心
に
も
反
映
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
。」

(
第
六
表
)
保
護
事
件
罪
名
別

一
覧

(
昭
和
十
四
年
)

編岡少年
審 判 所

…東京少年審
判 所

[

一

17

11

21

39

8

1

5

1

97

1

ー
ー

91

4

35

13

58

4

7

n

沿

n

2。

35

5

m

お

8

㈹

飢

磁

椥

鋤

∬

2

1

%

66

2

-

以

8

㎜馴
36

放 火

失 火

往 來 妨 害

佳 居 侵 入

偽造罪

狽 褻

強i姦

賭 博

殺 人

傷 害

過 失 傷 害

脅 迫

窃 盗

強 盗

詐 欺

恐 喝

横 領

臓 物

駿i棄

其の他の刑法犯

特 別 法 犯

處犯 者

計

第
六
表

は
昭
和
十
四
年
度
に
東
京

福
岡

爾
少
年
審
判
所
に
於
い
て
處
理

せ
ら
れ
た
保
護
事
件
の
罪
名
別

一
覧

で
あ
る
。
固
よ
り
絶
対
多
数

を
占
め

る
の
が
窃
盗
犯
で
あ
る
こ
と
は
爾
地

方
共
通
の
現
象

で
あ
る
が
、
東
京
地

方
で
は
横

領
と
殆
ん
ご
肩
を
な
ら
べ

て
恐
喝
犯

が
第
三
位
で
あ
る
の
に
封

し
、
福
岡

地
方
で
は
傷
害
犯
が
第

二
位
を
占
め
恐
喝
犯
は
甚
だ
少
な
い
。
夫

々
地
方
的
特
徴
の

一
斑
を
物
語
る
も
の
と
い
ふ
こ
と
が

輓
近

の
少
年
犯
罪

に
就

い
て

六
七



法

政

研

究

第
十
一
管

第
二
號

六
八

出
來
る
。
其
の
他
福
岡
地
方
で
は
地
方
的
悪
習
に
原
因
す
る
佳
居
侵
入
が
梢
目
立
つ
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

最
近
小
倉
匪
裁
判
所
衛
藤
判
事
及
び
同
裁
判
所
検
事
局
文
正
繹
君
の
好
意
に
ょ
り
、
其
の
管
内
に
於
け
る
少
年
事
件
の
處
理
歌
況

に
關
す
る
詳
細
な
る

一
覧
表
を
恵
贈
せ
ら
れ
た
。
厚
く
其
の
好
意
を
謝
す
る
。
第
七
表
は
右

一
覧
表
の
摘
録
で
あ
つ
て
、
此
處
で
も

(
第
七
表
)

昭
和
十

一
年

昭
和
十
二
年

昭
和

十
三
年

昭
和
十
四
年

昭
和
十
五
年

窃

盗

起
訴一

八冗冗八三
審
判
所

送

致
一

一

1二茜
一
九
四

西
九

起
訴

猶
豫

中

止

そ

の
他

計

二
四
六

二
窒四

四
八
四

二
一六

一空一老西
七

一完八
六

四
〇
玉

四
空

四
茜

発
五

毫

四

其

の

他

起
訴

審
判
所

迭

致

1

一三八

一

一

起
訴

猫
豫

中

止

そ
の
他

計

ー二六二
六

=

四
六突三

五
四
九

四
二

一
七

一三宝冥冥

六
三

八
九

八
九究六

九

総
計圏

交
果

O
蓋
三

四
茜

四
四
三

(
備
考
)

其

の
他

の
犯
罪

は
主
と
し
て
炭
坑
に
於

け
る
傷
害

罪
店
員

の
横
領
罪
な

る
も
、
昭
和
十

三
年
度
以

降
は
自
動
車
取
締

令
違
反
が
そ

の
主
位
を
占

む
。

窃
盗
犯
が
断
然
多
数
を
占
め

て
ゐ
る
。
其
の
事
件
総
数
は

昭
和
十
二
年
以
降
相
當
な
る

遽
減
を
示
し
第
二

表
と
歩
調

を
共
に
す
る
。
略
相
比
例
し

て
審
判
所
邊
致
の
件
数
も
減

少
し
て
ゐ
る
が
、
起
訴
猶
豫

處
分
の
件
数
は
却
つ
て
増
加

し
て
ゐ
る
。
審
判
所
逡
致
事

件
の
其
の
後

の
運
命

が
判
明
せ
ぬ
た
め
に
こ
れ
以
上
は
何
も
謂
は
れ
な
い
。
此
の
外
に
本
稿

の
論
旨
を
支
持
す
る
に
足
り
る
有
ガ
な

資
料
を
供
與
せ
ら
れ
て
居
る
け
れ
ご
も
、
其
の
公
表
を
許
さ
れ
て
居
な
い
の
が
遺
憾
で
あ
る
。

(
一
)

司
法
保
護
業
年
鑑

・
第

一
巻
五
三
〇
頁
以
下
よ
り
摘
要
。
原
表

に
僅
少
な
誤
植
あ
る
も
補

正
す
る

こ
と
を
得
な

い
。



(
二
)

所
謂
起
訴
事
件

(
少
年
法
に
よ
る
刑
事
虎
分
を
受
け
不
定
期
刑
に
慮

せ
ら
れ
た
事
件
)

の
罪
名
別
分
類
に
つ

い
て
み
る
も
、
窃
盗
罪
が
著
ー

き
高
率
を
占

む
る
こ
と
は
第
八
表

に
よ
り
知

る

こ
と
が
田
來

る
。
本
表
は
第
六
十
三
刑
事
統
計
要
旨

(
昭
和

十
二
年
度
)

よ
り
韓
載
し
た
も

の

で
あ
る
。
起
訴
せ
ら

わ
て
執
行
猫
豫
を
言
渡
さ
れ
た
少
敷

の
事
件
は
本
表

に
は

い
つ
て
ゐ
な

い
。

(
第

八
表
)
起
訴
事
件
罪
名
別

累
年

比
較

昭
和

八

年

昭
和

九

年

昭
和

十

年

昭
和
十

一年

昭
和
十
二
年

[

放

火
二
八

四
四

三
二

二
八

二
三

鍛
翻二

〇
一
九

=

一

一
七

一
九

阪殺
人一

〇
一
六

一
六九

一
六

{

傷

害一
二

一
五

一
二一

四
一
二

窃

盗

五
四
九

五
四
五

五

一
五

四
八
七

四
八
八

強

盗
五
二

一二四
七

三

一

五
六

一

一

詐

欺一
七二一

八
一
四

二
七

恐

喝一
九

一
二八八コ

横

領一
四三三九八

ぼ其
の
他

九八
一
〇六四

合

同入

七
三
〇

七
〇

四

六
八
二

六
二
三

六
六
四

尚
ほ

少
年

犯
罪

に
關
し
て
は
起
訴
事
件
、
保
護
事
件
以
外

に
相
當
数

に
達
す
る
郎
決
事
件

の
あ
る
こ
と
を
注
意

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
例

へ
ば

、

昭
和
十
四
年
度

に
は
、
東
京
少
年
審
判
所
管
内

に
於

い
て
二
七
三
九
人
、
稿
岡
少
年
審
判
所
管
内

に
於

い
て
二
九
五
五
人
が
帥
決
虎
分
を
受
け

て
ゐ
る
。
而
し

て
前
記
東
京
少
年
審
判
所
管
内

に
て
即

決
虚
分
を
受
け
た
二
七
三
九
人
中

一
四
四
九
人
は
浮
浪
罪

(
警
察
犯
虎
罰
令
第

一
條
第

三
號
)

に
よ
り
、

七
〇
六
人
は
自
動
車
取
締
令
に
よ
り
塵
罰
せ
ら
れ
た
者
で
あ
る
。

(
三
)

司
法
保
護
事
業
年
鑑

・
第

一
巷
四
六
〇
頁
。

(
四
)

東
京
少
年
審
判
所
、
保
護
少
年
統
計
(
昭
和
十
四
年
度
)
及
び
、
蘭
岡
少
年
審
判
所
、
管
内
保
護
統
計
(
昭
和
十
五
年

一
月
印
刷
)
よ
り
韓
載
。

三

犯

罪

少

年

の
職

業

分

布

は
如

何

な

る
状
態

に
あ

る

か
。

昭

和

十

二
年
度

に
於

い
て
保

護

虚

分

を
加

へ
ら

れ

た
少

年

八

六

二
六

名

の
職

業

別

分

類

は
第

九

表

の
如

し
。

競
近

の
少
年
犯
罪

に
就

い
て

六
九



法

政
研
究

第
十
踊
巻

第
二
號

七
〇

(
第
九
表
)
全
國
保
護
事
件
職
業
別

一覧

(昭
和
十
二
年
)

農 業

漁 業

船 乗

店 員 ・小 信

飲食店 出前持

自動 車 助 手

書 生

事務員 ・給仕

配 達二 夫

職 人 ・職 工

仲 仕 ・人 夫

雑労働

女 中

仲 居

女 給

藝 妓

女 工

看 護 婦

其 の 他

無 職

學 生

計

潤

ゴ

第
九
表

に
よ
れ
ば
、
保
護
少
年
総
数

八
六
二
六
名
中
、
犯
罪
當
時
に
於
て
就

職
中
な
り
し
者
五
六
三
二
名
、
無
職
の

者
二
五

一
三
名

(全
盟
の
二
九
%
)
、

學
生
四
八

一
名
で
あ
る
。
就
職
中
の
者

五
六
三
二
名
中
、
最
も
多
い
の
は
店
員

小
僧
の

一
九
二
五
名
で
職
人
職
工
の

一

五
五
七
名
は
之
に
次
ぎ
、
此
の
両
者

を

合
算
す
れ
ば
保
護
少
年
総
数

の
四
〇
パ

ー
セ
ン
ト
に
蓬
す
る
。
其
の
他
の
職
業
に
從
事
す
る
者
は
概
し
て
少
な
く
、
特
に
注
意
す
べ
き
も
の
も
な
い
。
全
國
的
な
累
年
比
較

は
差
當
り
知
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、

一
斑
を
窺
ふ
貴
重
な
る
資
料
ご
し
て
、
第

一
〇
表
に
東
京
少
年
審
判
所
が
處
理
し
九
る
保

護
少
年
の
犯
罪
當
時
に
於
け
る
職
業
別
累
年
比
較
を
掲
げ
る
。

第

一
〇
表

に
付
昭
和
十
四
年
度
を
標
準
と
し
て
考
察
す
る
に
、
保
護
少
年
三
六
三
八
名
中
無
職
者
八

六
六
名

(
全
體
の
二
囚
%
)、

學
生
生
徒
四
四
三
名
、
犯
行
當
時
就
職
中
な
り
し
も
の
二
三
二
九
名
、
昭
和
十
三
年
度
及
び
昭
和
十
四
年
度
に
は
昭
和
十
二
年
度

に

比
較

し
て
無
職
者
の
犯
罪
が
多
少
減
少
し
て
ゐ
る
。
就
職
者
中
で
多
激
を
占
め
る
は
、
職
人
職
工
九
七
八
名
、
店
員
小
僧
四
七

一
名



(第

一
〇
表
)
保
護
事
件
職
業
別
累
年
比
較

(
東
京
少
年
審
判
所
)

ー

農 業

漁 業

船 乗

店 員 ・小 信

飲食店出前持

自 動 車 助 手

書 生

事 務員 ・給仕

配 達 夫

職 人 ・職 工

仲 仕 ・人 夫

雑労働

女 中

仲 居

女 給

藝 妓

女 工

看 護 婦

其 の 他

無 職

學 生

計

で
あ
る
が
、
此
の
職
人
職
工
ε
學
生
々

徒
の
犯
罪
は
昭
和
十
四
年
度
に
俄
然
著

し
い
増
加
を
示
し
、
職
人
職
工
は
昭
和

十
二
年
度
及
び
昭
和
十
三
年
度
に
比
較

し
て
約
二
七
〇
名
を
増
し
、
昭
和
九
年

度
の
二
倍
を
超
え
、
學
生
々
徒
は
累
年

二
二
〇
名
乃
至
二
五
〇
名
な
る
に
比
し

殆
ん
ご
二
倍
に
近
か
ら
ん
と
し
て
ゐ
る
。

其
の
他
、
事
務
員
給
仕
及
び
仲
仕
人
夫

の
犯
罪
も
漸
次
増
加
を
示
し
て
ゐ
る
が

全
髄
こ
し
て
は
格
別
目
立
た
な
い
。

反
之
、
朝
近
著
し
き
減
少
を
示
す
も
の
に
、
店
員
小
僑
及
び
自
動
車
助
手
の
犯
罪
が
あ
る
。
共
に
此

の
種
の
職
業
に
從
事
す
る
者

の
減

つ
た
こ
ご
が
最
も
重
要
な
犯
罪
減
少
の
原
因

ε
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
何
れ
も
三
年
前
に
比
較
し
半
数
前
後

に
降

つ
て
し

ま

つ
て
ゐ
る
。
其
の
他
梢
減
少
を
示
す
も
の
に
、
飲
食
店
出
前
持
、
雑
艸労
働
、
女
中
、
女
給
が
あ
る
が
、
格
別
問
題
ご
す
る
に
足
り

な
い
。

輓
近

の
少
年
犯
罪

に
就

い
て

七

一
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そ
こ
で
以
上
の
考
察

に
よ
り
、
事
変

下
の
少
年
犯
罪

と
し
て
特

に
注
意
す
べ
き
も
の
は
、
職
人
職
工
の
犯
罪
(
其
の
大
部
分
は
少
年
.

職

工
の
犯
罪
で
あ
る
、

と
學

生

生

徒

の
犯

罪

で
あ

る

こ

と
を

知

り

得

た
。

以

下

此

の
両
者

に

つ
い

て
若

干

の
検

討

を
試

み

る

こ

と

に
し

た

い
。

二

)

司
法
保
護
事
業
年
鑑
、
第

一
巻

五
二
六
頁
。

(
二
)

東
京
少
年
審
判
所

の
保
護
少
年
統
計

の
各
年
度

に
付
該
當

の
部
分
を
摘
録
し
た
も

の
で
あ
る
。

昭
和
九
年

度

の
分
を
示
し
た

の
は
事
憂
前

の

も

の
に
つ

い
て

一
慮

の
犯
罪
分
布

を
知
る
た
め
に
任
意
抽

出
し
た
に
過
ぎ

ぬ
、
特
別

な
意
味
が
あ
る
の
で
は
な

い
。

二

一

少

年

職

工

の
犯

罪
事
変

下

に
於

い
て
特

に
少

年

職

工

の
犯

罪

増

加

が
著

し

い
こ

と

は

殆

ん
ざ

周

知

の
事

賃

で

あ

る
。

此

の

黙

を
立
證

す

る
資

料

と

し

て

は

前
揚

第

一
〇
表

以

外

次

の
如

き
も

の

が
存

す

る
。

,

(
第

二

表
)

昭
和
十

一
年

昭
和
十
二
年

昭
和
十
三
年

昭
和
十
四
年

犯
罪
少
年
及
不

良
少
年
楡
塞
数人

六

、
二
九

二

六
、
二
九
八

六
、
六
二
四

七
、
四
五
〇

其

の
内

の

少
年

工
数

入

一
、〇

四

二

九
五
八

一
、
一二
山ハ
○

二
、
〇

二

八

(
一
)
第

一
一
表
は
警
視
臆
管
内
取
扱
の
犯
罪
少
年
及
び
不
良
少
年

(
二
十
歳

未
満
)
数
の
累
年
比
較

で
あ
る
。
朝
近
四
年
間
に
検
墾
総
数
は

一
八
パ
ー
セ
ン

ト
の
増
加
率
を
示
す
間
、
検
基
少
年
職
工
の
増
加
率
は
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
及

び
、
殊
に
昭
和
十
四
年
度

に
於
い
て
其

の
激
増
が
甚
だ
し
い
。

(
二
)
第

一
二
表
は
大
阪
少
年
審
判
所
に
於
い
て
保
護
塵
分
を
加

へ
た
る
少
年

職
工
の
累
年
比
較

で
あ
る
。
本
表
に
於
い
て
は
、
必
す
し
も
前
掲
第

一
〇
表
や

第

一
一
表
に
み
る
が
如
き
朝
近
の
激
増
を
示
し
て
は
ゐ
な
い
け
れ
ご
も
、
尚
ほ
其
の
報
告
中
に
は

「今
次
支
那
事
変
発
生

以
來
青
少



へ
第

一
二
表
)

昭
和

十

年

昭
和
十

一
年

昭
和
十
二
年

昭
利
十
三
年

昭
和
十
四
年

一
少
年
工
簸

翻

と
の
劉

四

七
四

六
五
九

四
七
八

七
六
〇

六
九

七

一
九

・〇

五

一
二

・
八

二

一
山ハ
・
三

一一

二

五

・
七
四

二

五

・
八
〇

年
工
の
犯
罪
行
爲
及
び
不
良
行
爲
は
激
増
し
て
、L
「右
の
表

(第

一
二
表
)
ば

犯
罪
當
時
青
少
年
工
江
b
し
も
の
の
み
で
、
犯
罪

の
直
前
に
失
職
し
て
ゐ
る
も

の
は
無
職
と
し
て

取
扱
ひ
此
の
内
に
包
含
し
て
ゐ
な
い
。
故
に
是
等
の
も
の
を

加
算
す
れ
ば
計
数
は
倍
加
を
み
る
で
あ
ら
う
。」

ε
蓮
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
・此
虚

に
後
段
に
於
い
て
語
ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
と
同

一
な
事
情
は
第

一
〇
表
の
職
人

職
工
の
犯
罪
数

に
關
し
て
も
存
す
る
の
で
あ
つ
て
、
普
通
職
工
の
犯
罪
若
く
は

少
年
工
の
犯
罪
ご
観
念
せ
ら
れ
る
も
の
は
統
計
に
顯
は
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
よ
り

も
遙
か
に
増
加
す
る
筈
で
あ
る
こ
ご
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

然
ら
ば
斯
く
の
如
き
少
年
職
工
の
犯
罪
増
加
の
原
因
は
何
に
之
を
求
む
べ
き
で
あ
る
か
。
第

一
に
は
少
年
工
そ
の
も
の
玉
増
加
を

墨
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

一
般
に
職
業
人

ロ
の
増
減
は
其
の
職
業
に
属
す
る
犯
罪
者

の
増
減
と
歩
調
を
共
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
其

の
傾
向
は
少
年
犯
罪
に
つ
い
て
殊
に
著
し
い
。
其
の
最
も
重
大
な
原
因
は
お
そ
ら
く
不
良
分
子
が
景
氣

の
好
い
職
業
に
向

つ
て
移
動

集
中
し
、
且
つ
景
氣

の
好
い
こ
と
が
同
時
に
彼
等
を
し
て
犯
罪
に
赴
か
し
む
る
縁
由
と
な
る
も
の
と
考

へ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
事
変

が
は
じ
ま

つ
て
か
ら
特

に
好
景
氣
な
産
業
部
門
に
於
て
、
其
の
年
齢
や
素
質
や
修
練
の
如
何
を
問
は
す

に
職
工
が
吸
牧
せ
ら
れ
た
。

少
年
職
工
も
思
は
ぬ
高
給
を
以
て
募
集
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
全
國
に
於
け
る
少
年
工
の
増
加
は
驚
く
べ
き
数

に
達
す
る
で
あ
ら

う
。
自
然
そ
の
中

に
は
不
良
分
子
も
多
く
交
り
込
ん
で
い
つ
て
表
面
上
少
年
職
工
の
犯
罪
行
爲
や
不
良
行
爲
こ
し
て
顯
は
れ
て
來
る

韓
近

の
少
年
犯
罪

に
就

い
て

七
三
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保
護
腱
分

を
加

へ
た
る
股
賑
産
業

に
從
事
せ
る
少
年

工
三

一
〇
名

こ
ご
Σ
な
る
の
で
あ
る
。

然
し
そ
れ
以
外

に
特
に
少
年
職
工
を
不
良
化
せ
し
め
犯
罪
に
赴
か
し
む
る
原
因
と
し
て
は
、
何
よ
り
も
彼
等
の
無
監
督
状
態

と
著

し
き
牧
入
の
増
加
に
指
を
屈
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
「
事
変
前
迄
は
少
年
職
工
の
給
料
は
月
三
、
四
圓
乃
至
七
、
八
圓
程
度
が
多
か
つ

た
。
然
る
に
事
変
後

に
於
け
る
工
場
の
急
激
な
る
膨
脹
の
た
め
に
人
員
の
不
足
を
來
し
、
需
要
が
多
く
所
謂
引
張
り
だ
こ
に
な
る
様

に
な
つ
九
。
從
つ
て
工
賃
の
如
き
も
増
加
し
て
十
八
歳
未
満

の
少
年
に
し
て
月
牧
五
、
六
十
圓
と
い
ふ
の
は
珍
ら
し
く
な
く
、
繕
…密

機
械
殊
に
旋
盤
工
と
し
て
多
少
熟
練
し
薯

は
日
竺

一圓
に
及
ぶ
少
年
が
少
?

な
か
つ
華

大
阪
少
年
舞

所
の
調
査

)
に
よ
れ
嘩

日
竺

圓
以
上
二
圓
迄

)月
竺

一十
圓
以
上
六
十
圓
迄

)
の
護

も
ぞ

高
額
受
領
者
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
月
牧
百
圓
の
者
二
人
、
八
十
園
以
上
百
圓
未
満

の
者
四
人
と
い
ふ
状
態
で
、

「
青
少
年
工
の
賃
銀

は
之
を
数
年
前
に
比
較
す
れ
ば
二
倍
若
し
く
は
三
倍
以
上
の
増
牧
と
な
つ
て
ゐ
る
」
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
私
が
福
岡
少
年
審
判
所
の

記
録

に
つ
い
て
取
調
べ
た
少
年
職
工
や
少
年
蹟
夫
の
螢
銀
も
大
罷
同
様
で
あ

つ
て
、
其
の
日
牧

一
圓
乃
至
二
圓
が
最
も
多
く
最
高
は

三
圓
位
、
中
に
は
殆
ん
ざ
低
脳
に
ち
か
い
採
炭
夫
や
仕
繰
夫
で
二
園
二
十
鋳
位
を
も
ら
つ
て
ゐ
る
事
例

も
あ
っ
た
。

斯
く
の
如
き

「
年
齢
不
相
慮
の
牧
入
が
青
少
年
工
を
誤
ら
し
め
紅
る
は
蔽
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
賀
」
で
あ
つ
て
、

「
是
等
の
ち
の
の

通
弊
と
し
て
懐
ろ
工
合
の
温
ま
る
と
共
に
安
逸
を
求
め
放
縦
の
生
活
に
走
り
」
途
に
犯
罪
に
赴
く
に
至

る
の
で
あ
る
。

年
端
の
い
か
ぬ
少
年
労
働

者
が
身
分
不
相
慮
な
牧
入
を
得
れ
ば
、
兎
角
先
づ
装
身
其
に
金
を
費
す
こ
と

が
多
い
ら
し
い
。
時
折
輻

岡
や
小
倉
の
電
車
の
中
で
少
年
職
工
が
生
意
氣
な
恰
好
を
し
て
得
意

に
な
つ
て
ゐ
る
の
を
見
掛
け
る
。
ま
が
ひ
皮
の
大
黒
帽
子
や
は

、大
部
分

'通
勤
者

、大
部
分

'住
込
者

、
昭
和

十

'
四
年

中



で
な
ネ
ク
タ
イ
や
上
等
な
靴
や
伊
達
眼
鏡
等

々
。
之
は
其
の
不
良
化
の
第

一
歩
と
謂

つ
て
よ
い
。
更
ら

に
彼
等
は
同
輩
や
年
長
者
の

指
導
ご
誘
惑
に
よ
り
、
映
書
に
夢
中

に
な
り
、
喫
茶
店
を
訪
れ
、
カ
フ
エ
ー
に
遊
び
、
酒
と
煙
草
の
味
を
畳
え
、
次
第

に
い
か
が
は

し
き
と
こ
ろ
に
出
入
す
る
や
う
に
な
る
。
こ
れ
が
其
の
不
良
化
の
定
型
的
な
経
路

と
謂

つ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

不
良
仲
間

ε
交
遊
中
賭
博
に
耽
溺
す
れ
ば
既
に
犯
罪
生
活
に
足
を
踏
み
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
叉
彼
等
が
遊
興
の
味
を
畳
え
て
深

處
に
入
つ
て
い
け
ば
、
到
底
正
當
な
牧
入
だ
妙
で
は
足
ら
な
く
な

つ
て
、
其
の
墨
句
、
職
場
の
更
衣
室

で
他
人
の
財
布
を
ぬ
き
取

つ

た
り
、
工
場
蹄
り
の
辮
當
箱

に
精
密
機
械
を
入
れ
て
持
出
し
た
り
、
工
具
や
製
作
品
を
ぬ
す
み
出
し
た
り
、
勝
手
を
知
つ
た
倉
庫
や

物
置
か
ら
皮
革
類
や
金
物
類
を
蓮
び
出
し
た
り
す
る
こ
ご
に
な
る
の
で
あ
る
。

而

し
て
斯
く
の
如
き
少
年
職
工
の
不
良
化
は
、
時
局
下
に
於
け
る
其
の
無
監
督
状
態

に
ょ
つ
て
拍
車

を
か
け
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を

考

へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
父
兄
が
慮
召
し
之
に
代

つ
て
監
督
を
加
ふ
べ
き
強
力
な
る
保
護
者
の
な
い
こ
と
や
、
工
場
労
働

の
強
化
ご

長
時
間

の
就
業
、
そ
れ
に
結
果
す
る
父
兄
の
疲
勢
蓬
家
庭
愛
の
不
足
は
勢
ひ
少
年
を
放
縦
な
生
活
に
導

く
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
其

の
上
屡

々
例
を
み
る
如
く
、
彼
等
少
年
職
工
が
過
分
の
牧
入
を
得
て
窮
屈
で
軍
調
な
寄
宿
者
や
干
渉
多
き
父
兄
の
監
督
を
は
な
れ
、

同
氣
相
求
む
る
友
人
同
僚
ε
ア
パ
ー
ト
佳
居
か
闇
借
生
活
を
は
じ
め
れ
ば
、
其
の
不
良
化
が
加
速
度
を
以
て
ε
め
ざ
も
な
く
進
行
す

る
で
あ
ら
う
こ
と
は
、
容
易

に
想
像
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

然
し
以
上
と
全
く
相
違
し
た
定
型
を
も
つ
少
年
職
工
の
犯
罪
も
亦
注
意
す
る
こ
ご
を
要
す
る
。
其
れ

は
工
具
窃
盗
で
あ
つ
て

「
窃

盗

の
内
最
近
目
立
つ
て
多

い
の
は
、

雇
は
れ
先
工
場
よ
り
す
る
工
具
の
窃
盗
で
あ
る
。

之
は
新
規
雇
傭
の
場
合
に
工
具
持
の
職
工

'

競
近

の
少
年
犯
罪

に
就

い
て

七
五



法

政

研

究

第
十

一巻

第
二
號

七
六

と
然
ら
ざ
る
も
の
と
の
賃
銀
の
相
違
よ
り
由
來
し
九
る
彼
等

一
味
の
も
の
の
間

に
於
け
る

一
種
の
流
行
的
犯
罪
で
あ
る
ご
共
に
職
業

ピ
関
係

の
あ
る
犯
罪
の
主
な
る
も
の
で
あ
る
。」
「
少
年
職
工
に
つ
き
最
近
注
意
す
べ
き
は
、
バ
イ
ト
、

ノ
ギ
ス
等
小
さ
く
て
高
便
な

物
の
盗
み
が
多

い
こ
と
で
あ
る
。
之
は
萱
却
し
て
小
造
鋒
に
充
て
る
た
め
と
、
他
の
工
場
に
就
職
す
る
場
合
に
多
く
の
牧
入
を
得
る

九
め
叉
は
自
己
の
仕
事
の
便
宜
の
た
め
に
多
く
行
な
は
れ
、
中
に
は
年
長
の
職
工
が
独
立
し
て
町
工
場
を
開
く
場
合
に
少
年
職
工
の

引
抜
を
や
り
、
其
の
教
唆

に
よ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。」

(
一
)

大
西
輝

一
、
少
年

工
に
現
は
れ
た
犯
罪
状
態

、
少
年
保
護
、
第

五
春
第
十

一
號
所
載
。

(
二
)

大
阪
少
年
審
判
所

、
保
護
青
少
年

工
に
關
す
る
特
別

調
査

(
昭
和
十
五
年
)

二
頁
。

(
三
)

大
西
輝

一
、
前
掲
論
文
参
照
。

(
四
)

前

田
偉
男
、
事
愛
下

の
少
年

犯
罪

に
就

て
、
社
會
事
業
研
究
、
第

二
七
巻
第
二
號
。

(
五
)

大
阪
少
年
蕃
剣
所

、
前
掲
調
査
報
告
、

一
四
頁
。

(
山ハ
)

右

に
同
じ
、

一
山ハ
頁
o

(
七
)

前

田
偉
男
、
前
掲
論
文
参
照
。

(
八
)

草
間

八
十
雄
氏
は
次

の
如
く
述

べ
て
ゐ
る
。

「
昭
和
十
年
六
月
警
覗
晦
衛
生
部

で
玉

の
井
亀
戸

の
私
娼
街
を
調
査
し

て
獲
表
し
た
と

こ
ろ
に

よ
れ
ば
、
此
の
環
境
に
來

る
男

の
概
数
は

一
日
約

六
〇
〇
〇

人
で
あ

つ
た
。
昨
今
は
其

の
倍
を
超
え
客
種
は
七
割
ま
で
が
労
働

者
で
あ
る
」
。

「
筆
者
は
最
近
其

の
方
面
に
数
度

に
亘
り
睨
察
に
出
掛
け
概
観
的

で
は
あ
る
が
、
年

齢
及
び
業
態
を
観
る
と
三
十
前
後

の
者
が
断
然
多
数

に
上

リ
」

「
風
盟
か
ら
業
態
を
察
す

る
と
未
成
年
者

の
七
割
ま
で
は
職

工
で
他
は
店
員
と
か
學

生
と
み
る
べ
き
も

の
で
あ

つ
た
」
。

草
間
八
十
雄
、

少
年

工
は
不
良
化
す
る
か
、
少
年
保
護
、
第
四
巻
第
九
號
。

(
九
)

大
阪
少
年

蕃
判
所
、
前

掲
調
査
報
告
、
二
三
頁
。

(
δ
)

前

田
偉
男
、
最
近

の
少
年
問
題
、
社
會
事
業
研
究
、
第

二
七
巻
第

一
一
號
。



二

學
生
生
徒

の
犯
罪

前
揚
第

一
〇
表
に
よ
れ
ば
東
京
少
年
審
判
所
に
於

い
て
從
來
二
〇
〇
件
乃
至

二
五
〇
件
を
前
後
し
て
ゐ

た
學
生
生
徒

の
犯
罪
が
昭
和
十
四
年
度

に
於

い
て
は

一
躍
四
四
〇
件
に
激
増
し
て
ゐ
る
。
大
阪
少
年
審
判
所
の
廣
理
し
た
墨
生
事
件

の
推
移
は
第

=
二
表
の
如
く
、
必
す
し
も
韓
近
の
増
加
を
示
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
が
、
昭
和
十
四
年
度
中

に
其
の
管
内
に
於
い
て

検
髪

は
検
束
せ
ら
れ
墓

生
生
徒
の
数
は
四
璽

一契

(男
四
一
七
六
入

女

二
六
三
人
)
に
達
し
、
當
局
者
に
吉

「
覆

護
學
圭

徒
の
警

漸

(
第

一
三
表

)

昭
和

十

年

昭
和
十
一年

昭
和
十
二
年

昭
和
十
三
年

昭
和
十
四
年

二
九
五
人

三
六

二
入

三
四

二
人

三
八
四
人

二
二
九
人

次
増
加
の
傾
向
に
あ
り
L

「
學
生
生
徒
の
中
に
は
事
変

の
漸
く
長

期
に
渡
ら
ん
と
す
る
に
際

し
精
神

の
弛
緩
乃
至
時
局
の
重
大
性
を
忘
却
せ
る
に
あ
ら
す
や
ε
認
め
ら
る
る
も
の
漸
次
増

加
す
る
に
至
り
た
る
は
否
定
す
べ
か
ら
ざ
る
事
貧
に
し
て
」
遺
憾

に
堪
え
ざ
る
旨
が
報
告
せ

ら
れ
て
ゐ
る
。
而
し
て
學
生
事
件
の
大
部
分
は
書
籍
文
房
具
類
の
萬
引
で
あ

つ
て
、
其
の
原

因
は
、
小
遣
鑓
の
不
足
か
ら
不
良
な
る
交
友
の
悪
影
響
に
基
づ
く
模
倣
行
爲
で
あ
る
場
合
が

多
く
、
彼
等
の
身
分
は
中
等
程
度
の
私
立
商
業
學
校
や
私
立
工
業
學
校
(夜
間
學
校
を
含
む
)

の
生
徒
た
る
場
合
が
多
い
。

輓
近

に
於
け
る
學
生
生
徒

の
犯
罪
の
増
加
の
原
因
を
探
求
す
る
こ
ご
は
、
な
か
な
か
容
易
で
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
前
記
の
如
き

精
神

的
弛
緩
以
外
隔
彼
等
の
無
監
督
状
態

に
放
置
せ
ら
れ
る
程
度
の
大
と
な

つ
た
こ
と
、

一
部
産
業
界
の
殿
賑
に
よ
り
從
來
に
く
ら

べ
て
素
質
の
よ
く
な
い
學
生
生
徒
が
増
加
し
た
こ
と
、
學
校
や
教
員

の
素
質
低
下
、
從
來
殆
ん
ご
交
際

の
な
か
つ
た
職
工
に
誘
は
れ

て
學
生
が
不
良
化
し
て
い
く
傾
向
の
あ
る
こ
と
等
に
其
の
原
因
を
求
め
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
此
の
最
後
の
瓢
は
特

に
前
田
審
判
官
に

競
近

の
少
年
犯
罪
に
就

い
て

七
七
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よ
つ
て
指
摘
せ
ら
れ
て
ゐ
る
ε
こ
ろ
で
あ
つ
て
、

「
學
生
事
件
を
通
じ
考

へ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
近
來
少
年
職
工
ε
學
生
こ
の
接

近
が
多
く
、
其
の
感
化
を
受
け
る
場
合
が
極
め
て
多
い
こ
と
で
あ
る
。
之
は
從
來
墨
生
は

一
種
の
誇
を
持

し
、
小
學
校
時
代
の
友
人

で
も

一
方
は
學
生
ご
な
り

一
方
が
職
工
と
な
る
ε
、
親

し
く
交
際
し
な
い
や
う
な
場
合
が
少
な
く
な
か
つ
九
が
、
最
近
の
如
く
職
工

の
牧
入
が
多
く
飲
食
店
其
の
他
娯
樂
機
關

へ
の
出
入
が
多
く
な
り
、
學
生
ご
接
近
す
る
こ
ご
が
多
く
な
り
、
思
想
上
の
影
響
も
受
け

る
こ
と
が
多
く
、
延
い
て
は
學
生
の
犯
罪
増
加
と
関
係
が
あ
る
ご
み
ら
れ
る
節
が
多
い
。」

、

(
一
)

大
阪
少
年
蕃
判
所
、
學
生
保
護
事
件
に
關
す
る
調
査

(昭
和
十
五
年
)。

(
二
)

前
掲
調
査
及
び
前
田
偉
男
、
事
憂
下
の
少
年
犯
罪
に
就
て
、
社
會
事
業
研
究
、
第
二
七
春
第
二
號
。
之
等
の
資
料
に
よ
り
輕
近
の
學
生
事
件

の
性
質
が
東
京
も
大
阪
も
殆
ん
ど
同
様
な
も
で
あ
る
こ
と
を
知
り
得
る
。

(
三
)

前
田
偉
男
、
最
近
の
少
年
問
題
、
社
會
事
業
研
究
、
第
二
七
巻
第

一
一
號
。

三

以
上
に
よ
つ
て
韓
近
に
於
け
る
少
年
犯
罪
の

一
般
的
趨
勢
を
概
観
し
、
近
來
特

に
増
加
の
傾
向
に
あ
る
少
年
職
工
の
犯
罪

ε
學
生

の
犯
罪
に
つ
い
て
多
少
の
考
察
を
試

み
た
。

少
輸
犯
罪
は
概
し
て
環
境
的
犯
罪
で
あ
る
。
然
し
其
の
悪
質
な
る
も
の
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
特

に
傳
來
的
な
素
質
的
な
も
の
の
演

害

重
琴

役
割
は
之
を
見
逃
し
難
い
・
此
の
謹

夙
に
葦

者
に
よ
つ
て
張
調
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
¢
"
私
自
身
も
最
近
相

當
数
の
少
年
事
件
記
録
を
渉
猟
し
て
痛
感
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
少
年
を
か
つ
て
犯
罪

に
赴
か
し
む

る
素
質
ε
環
境
の
複
雑
な



る
結
合
に
臨
す
る
問
題
の
検
討
は
し
ば
ら
く
措
き
、
今
專
ら
其
の
現
境
的
原
因
の
み
を
数

ふ
れ
ば
、
少
年

の
浮
浪

●
家
庭
の
躾

●
交

友
の
不
良

・
映
甕
館
や
喫
茶
店
や
百
貨
店
の
誘
惑
等

々
が
、
最
も
有
力
な
る
も
の
で
あ
ら
う
。
斯
く
の
如
き

一
般
的
原
因
以
外
、
特

に
朝
近
の
少
年
犯
罪
を
増
加
せ
し
め
つ
つ
あ
る
原
因
を
省
察
す
れ
ば
、
そ
れ
は
既
に
述
べ
た
如
き
、
父
兄

の
慮
召
そ
の
他
に
ょ
る
監

督
力
の
薄
弱
化
、
少
年
職
工
等
に
み
る
が
如
き
著
し
き
牧
入
の
増
加
と
之
に
件

ふ
虚
榮

・
浪
費
其
の
他
の
弊
風
の
増
長
、
更
ら
に
そ

れ
と
は
別
に
時
局
の
影
響
に
よ
る
金
物
類
皮
革
類
其
の
他
の
暴
騰
等
を
以
て
重
要
な
る
も
の
こ
考

へ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

然
し
吾

々
は
、
此
の
種
の
抽
象
的
な
犯
罪
原
因
を
机

の
上
で
考
察
す
る
よ
り
は
、
何
程
か
の
類
型
性
を
示
す
と
考

へ
ら
れ
る
具
盟

的
な
事
例
に
接
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
特

に
時
局
の
影
響
下
に
あ
る
韓
近
の
少
年
犯
罪
の
傾
向
を
よ
り
よ
く
把
握
す
る
こ
と
が
出
來

る
と
信
す
る
。
以
下
、
斯
く
の
如
き
志
向
に
於
い
て
、
蒐
集
す
る
こ
と
を
得
た
若
干
例
を
掲
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

〔
第

一
例
〕
中
國
の
あ
る
山
村
か
ら
小
學
校
長
の
推
薦
で
卒
業
生
が
十
五
人
蒲
田
の
某
機
械
工
場

へ
見

習
ご
し
て
雇
入
れ
ら
れ
る

こ
ご
ε
な

つ
た
。
其
の
工
場
に
は
相
當
整
つ
た
寄
宿
舎
が
あ
り
、
少
年
は
何
れ
も
其
處

へ
牧
容
せ
ら
れ
た
。
或
る
夜
少
年

の

一
人
が

蒲
田
通
り
の

一
軒
の
夜
店
か
ら
墓

口

一
個
を
盗
ん
で
蹄
つ
て
、
友
人
達
に
自
慢
し
て
み
せ
た
。
翌
晩
は
他

の

一
人
が
安
物
の
萬
年
筆

を
盗
ん
で
麟

つ
た
。
そ
れ
か
ら
後
は
此
の
仲
間
の
誰
も
彼
も
外
出
す
る
度
に
何
か
を
萬
引
し
て
館
る
や
う
に
な
つ
て
、
は
じ
め
の
内

は
友
人
達
の
行
爲
を
眉
を
墾
め
て
眺
め
て
居
た
優
等
生
の
少
年
ま
で
が
、
仲
間

入
を
し
て
ナ
イ
フ
を
盗
ん
で
麟
つ
た
。
聞
も
な
く

一

人
が
現
行
犯
で
捕

へ
ら
れ
、
此
の
十
五
人
の
仲
間
は
淺
ら
す
警
察
の
取
調
を
受
け
、
事
件
は
工
場
か
ら
田
舎
の
父
兄
に
通
知
せ
ら
れ

た
。
父
兄
は
驚

い
て
其
の
少
年
達
を
呼
戻
し
て
し
ま

っ
た
。

韓
近
の
少
年
犯
罪
に
就

い
て

七
九
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〔
第
二
例
〕
Y
少
年
は
貧
し
い
建
具
屋
の
長
男
で
あ
る
。
父
は
病
弱
で
幼
少
の
弟
妹
が
三
人
あ
り
母
の
内
職
で
細

々
と
生
活
を
し

て
ゐ
た
た
め
本
人
は
新
聞
配
達
な
ご
を
し
て
、
漸
く
高
等
小
學
校
を
卒
業
し
た
。
卒
業
後
は
某
軍
需
品
工
場

へ
見
習
工
こ
し
て
採
用

せ
ら
れ
、
日
給
は
八
十
鋒
だ
つ
忙
が
、
別
に
淺
業
手
當
そ
の
他
で
月
牧
三
十
圓
位
に
は
な

つ
た
。
彼
は
給
料
の
全
部
を
袋
の
ま
ま
母

に
渡
し
て
、
月

々
三
圓
つ

つ
の
小
使
鋒
を
貰
ふ
こ
ご
に
し
た
。
こ
れ
で
相
當
に
家
の
手
助
け
が
出
來
る
の
で
樂
し
い
月
日
を
過
す
こ

ご
が
出
來
た
。
其
の
後
友
人
に
誘
は
れ
て
工
場
附
近
の
ミ
ル
ク
ホ
ー
ル
に
出
入
し
、
映
書
見
物
に
出
掛
け
た
り
す
る
や
う
に
な
つ
て

段

々
小
使
鐘
に
不
足
を
し
だ
し
九
。
然
し
貧
し
い
母
か
ら
此
の
上
小
使
銭
の
要
求
は
出
來
な
か
つ
た
。
或

る
日
工
場
か
ら
蹄
る
時
、

更
衣
室
で
偶

々
同
輩
の
上
衣
の
ボ
ケ
ツ
ト
か
ら
墓

ロ
を
抜
取
つ
た
が
、
そ
れ
は
機
見
さ
れ
な
い
で
絡

つ
た
。
時
を
置
い
て
叉
更
衣
室

で
抜
取
を
や
つ
た
が
、
そ
れ
も
発
見

さ
れ
す
に
す
ん
だ
。
斯
く
て
其
の
行
爲
が
三
度
四
度
ε
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
う
ち
に
途
に
露
見

し
て
、
工
場
を
猷
首
せ
ら
れ
て
し
ま

つ
九
。

〔
第
三
例
〕
A
少
年
は
智
能
梢

お
ご
り
非
常
に
氣
が
小
さ
く
、
幼
少
の
折
大
病
を
し
て
以
來
盟
質
も
弱

か
つ
た
。
父
は
少
年
の
十

一
歳
の
時
死
亡
し
た
た
め
、
母
は
家
族
を
件
ひ
大
阪
に
來
て
一
家
を
基
げ
生
活
職
線
で
立
働
く
う
ち
、
長
男

は
支
那
事
変

に
よ
り
磨

召
す
る
こ
ご
に
な
つ
た
。
そ
こ
で
二
人
の
女
子
は
女
給

こ
な

つ
て
母
を
救
け
、
母
も
或
る
會
社
の
雑
役
婦

に
雇
は
れ
、
A
少
年
ご
其

の
妹
だ
け
が
全
く
無
監
督
状
態

で
學
校
に
通
つ
て
ゐ
た
。

其
の
後
次
第

に
釘

一
本
、
鐵
屑
、
綿
屑
の
類
ま
で
も
金
ご
な
る
時
勢
ご
な

つ
て
來
て
、
A
は
友
人
に
誘
は
れ
鐵
屑
を
拾
ひ
赤
鐵
を

集
め
て
は
寄
屋
に
走
り
、
金
に
か
へ
て
買
喰
を
し
て
ゐ
る
う
ち
に
、
次
第

に
味
を
畳
え
、
學
校
を
ぬ
け
て
は
毎
日
悪
友
ご
共
に
鐵
屑



や
磯
品
を
あ
さ
り
、
果
て
は
家
庭
の
蒲
團
綿
や
古
着
や
金
物
等
を
片
端
か
ら
持
出
し
て
は
金
に
か
へ
て
、
買
喰
や
映
霊
見
物
の
資

に

費
し
て
ゐ
た
。
斯
く
て
抜
け
難
い
習
癖
を
作
り
あ
げ
ら
れ
て
か
ら
教
護
院

に
邊
ら
れ
て
來
る
こ
と
に
な

つ
た
。

〔
第
四
例
〕
K
少
年
は
炭
坑
々
夫
の
家
庭
の
五
男
に
生
れ
九
。
父
は
行
方
不
明
、
母
は
少
年
の
十
二
歳

の
さ
き
別
居
し
て
し
ま
ひ

本
人
は
尋
常
小
學
を
絡

つ
て
か
ら
閣
も
な
く
或
る
鐵
工
所
に
見
習
と
し
て
佳
込
み
日
給
七
十
五
鑓
を
も
ら

つ
て
ゐ
た
。
其
の
後
事
変

の
た
め
慮
召
中

の
長
兄
及
び
四
兄
が
相
続

い
て
職
死
し
た
。
他
に
二
人
の
兄
が
あ
る
が

一
人
は
不
具
者

一
人
は
性
質
不
良
で
前
か
ら

K
少
年
を
虐
待
し
て
ゐ
た
や
う
な
課
で
、
共
に
頼
み
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け

一
暦
長
兄
等
の
職
死
は
少
年
に
衝
撃
を
與

へ
九
で
あ

ら
う
と
思
は
れ
る
。
其
の
不
良
行
爲
は
四
兄
の
戦
死
の
直
後
か
ら
は
じ
ま

つ
た
。
兄
達
の
戦
死
ご
K
少
年

⑳
不
良
行
爲
ε
の
間
の
直

接
の
因
果
関
係

の
存
在
は
記
録
の
上
か
ら
は
明
白
で
な
い
。
然
し
引
綾

き
数
回
に
亘
つ
て
主
人
の
現
金
を
盗
み
出
し
た
り
、
金
物
類

を
持
出
し
て
金
に
換

へ
た
り
し
て
、
買
喰
ひ
や
映
書
見
物
に
費
し
、
被
害
は
相
當
額

に
達
し
て
ゐ
る
。

〔
第
五
例
〕
N
少
年
は
貧
農
の
家
庭
に
生
れ
既
に
九
歳
の
頃
か
ら
學
校
で
紙
鉛
筆
の
類
を
盗
ん
で
ゐ
た
。
そ
の
父
兄
も
盗
癖
あ
り

と
し
て
近
隣
よ
り
自
眼
覗
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
本
人
の
智
能
は
魯
鈍
程
度
で
、
感
情
鈍
麻
、
言
語
不
明
瞭
ご
判
断
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
小

學
校
を
絡

つ
て
か
ら

一
時
土
工
を
し
て
ゐ
た
が
、
其
の
後
家
事
の
手
傳
中
掻
佛
ひ
を
や
り
審
判
所
に
逡
ら
れ
た
。
そ
れ
が
昭
和
十
三

年
五
月
の
こ
と
で
あ
る
。

其
の
後
義
兄
に
引
取
ら
れ
其
の
監
督
の
下
に
炭
坑
の
撞
取
夫
ご
な
り
二
圓
四
十
鐘
位
を
む
ら
ひ
、

一
時
は
謹
愼
し
て
ゐ
た
け
れ
こ

も
、
其
の
後
炭
坑
労
働
者

の
勢
銀

が
騰
貴
し
N
少
年
も
採
炭
夫
と
し
て
日
當
三
圓
二
十
鐘
位
を
も
ら
ふ
や
う
に
な

つ
九
。

一
般
に
景

.競
近

の
少
年
犯
罪
に
就

い
て

八

一
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氣
も
よ
く
な
る
に
つ
れ
誘
惑
も
多
く
な
つ
て
來
て
、
N
少
年
も
懐
工
合
が
よ
い
ま
ま

に
喫
煙
を
は
じ
め
、

カ
フ
エ
ー
に
出
入
し
、
遊

戯
場

(ボ
ケ
ツ
ト
玉
突
)
に
夢
中
ε
な
り
、
女
遊
び
さ
へ
は
じ
め
て
、
型
の
如
く
遊
興
費
に
窮
し
、
激
回

に
亘
り
手
當
り
次
第
に
仲

間
の
現
金
や
時
計
や
外
套
等
を
盗
み
、
途
に
検
學
せ
ら
れ
て
再
び
審
判
所
に
逡
致
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な

つ
た
。

〔
第
六
例
ロ
T
少
年
は
田
舎
の
資
産
家
の
四
男
に
生
れ
た
。
兄
達
は
何
れ
も
高
等
教
育
を
受
け
て
、
歯
科
讐
師
や
銀
行
員
等
に
な

つ
て
ゐ
る
の
だ
が
、
T
少
年
だ
け
は
成
績
不
良
で
中
學
三
年
生
を
二
度
落
第
し
、
退
學
さ
れ
て
し
ま

つ
た
。
其
の
後
都
會

に
來
て
私

立
買
業
學
校
に
入
學
し
た
が
悪
友
が
出
來
て
、
互
に

「
つ
き
あ
ひ
」
を
す
る
小
遣
銭
に
窮
し
書
物
の
萬
引
を
は
じ
め
た
。
其
の
方
法

は
、
二
三
人
で
組
ん
で
古
本
屋
に
出
掛
け
、

一
人
が
持
参
の
書
物
の
買
取
方
を
交
渉
中
他
の
者
が
書
棚

か
ら
書
物
を
萬
引
し
て
ゐ
た

の
で
あ

つ
た
。
こ
れ
は
墨
生
事
件
の
う
ち
で
は
性
の
あ
ま
り
ょ
く
な
い
方
で
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

〔
第
七
例
〕
S
少
年
は
養
兎
業
を
螢
む
中
流
家
庭
に
生
れ
、
格
別
不
足
な
く
養
育
せ
ら
れ
て
來
た
。
心
身
は
健
全
で
あ
る
が
性
質

は
粗
暴
、
私
立
商
業
學
校
三
年
で
中
途
退
學
、
其
の
後
は
家
で
家
業
の
手
傳
を
し
て
ゐ
た
。
支
那
事
変

に
よ
り
父
が
軍
屡
と
し
て

出

征
す
る
こ
ご
に
な

つ
て
張
力
な
る
監
督
者
を
失
ひ
、
加
速
度
で
不
良
こ
な
り
放
縦
生
活
を
重
ね
て
ゐ
た
。
た
ま
た
ま
仲
間

の
一
人
か

ら
喧
嘩
の
助
勢
を
頼
ま
れ
た
の
で
約
束
の
場
所
に
行

つ
た
ε
こ
ろ
、
相
手
三
人
が
日
本
刀
を
も
つ
て
ゐ
る
の
を
み
る
や

「
俺
の
顔
を

知
ら
ぬ
か
、
切
れ
る
な
ら
切

つ
て
み
ろ
」
ご
怒
號
し
て
刀
を
取
り
上
げ
、
無
勢
な
る
に
拘
ら
す
相
手
方

を
散

々
に
郷

つ
た
學
句

「
刀

を
も
つ
て
ゐ
る
と
殺
人
未
途
に
な
る
か
ら
訴

へ
る
、
欲
し
け
れ
ば
明
日
小
學
校
の
そ
ば
の
廣
場
に
來
い
」
ε
云
つ
て
、
翌
日
は
約
束

の
場
所
で
待
ち
受
け
、
ま
た
三
人
を
撰
つ
た
上
あ
ら
忙
め
て
十
五
圓
宛
持
つ
て
來
い
ご
謂

つ
て
お
ご
し

つ
け
、
合
計
三
十
五
圓
を
恐



喝

し

た

も

の

で

あ

る
。

こ
れ

は

少

年

の

恐
喝

事

件

で
最

も

た

ち

の
悪

い
大

が

か
り

な

も

の

で
あ

る
。

〔
第

八
例

〕

M

少
年

ば

小

作
農

の

二

男

に

生

れ

小
學

校

四

年

生

の

ε
き

父

が
死

亡

し

た

。
其

の
後

は

母

や
弟

妹

等

ご

ε
も

に
方

面

委

員

の
世

話

に
な

つ
て

生

活

を
し

て

ゐ

る
状
態

だ

つ
た
。

昭

和

十

三
年

兄

を

た

よ

り

に
上

京
し

一
緒

に
下

宿

し

て
自

分

は

旋

盤

工

の

見

習

と
な

つ

て
働

い

て
ゐ

た

が
、

兄

が
慮

召

し

て

一
人

だ

け

と
な

り

、

翠

猫

で
韓

々
下

宿

生

活

を
し

て

ゐ

る

う
ち

に
不

良

の
友

達

が

出

來

て
生

業

を
怠

り

女
遊

び
ま

で

す

る

よ

う
に

な

つ

て
、
仲
間

と

一
緒

に
或

は
単
独

で
、

敷

回

に
亘

り

、

曾

つ

て
雇

は

れ

た

こ

と

が

あ

つ

て
勝

手

を

知

つ

て

ゐ

る
鐵

工
場

や
製

品
倉

庫

に
忍

び
込

み

工
具

類

や
鐵

製

品

(
被

害
価
格

敏

百

圓

)

を
窃

取

し

、
更

ら

に

知

人

ε
特

殊

飲

食

店

で
飲

酒

し
放

歌

喧

騒

を
極

め

た

の

で
、

女

給

が
之

を

制

止

し

注
意

す

る
や
憤

激

し

て
殴

打
し

、

主

人

が
警

察

に
電

話

を
掛

け

て
か

ら

つ
か
ま

へ
よ

う

ご
す

る
際

突

如

七
首

で

そ

の

腹
部

を
突

き
刺

し

、
全

治

迄

十
数

日

を

要

す

る
創

傷

を

負

は
し

め
検

暴

せ
ら

れ

る

こ

ご

ご
な

つ
た

。

二

)

例

へ
ば
、
谷
貞
信
、
少
年
保
護
要
論

(
昭
和
十
三
年
)
二
五
七
頁
以
下
。
荻

野
了
、
少
年

不
良
化

の
原
因
と
其

の
封
策

「
第

二
輯
」

(
昭
和

十
四
年
)
。

杉
田
直

樹
、
保
護
少
年

の
精
神
薄
弱

に
つ
い
て
、
社
會
事
業
研
究
、
第

二
七
巻
第
九
號
等
。

(
二
)

少
年

の
無
監
督
状
態

を
示
す

一
例
と
し
て
、
父
が
出
征
し
母
と
姉
と
が
工
揚

に
働
き
に
出
て
ゐ
る

一
小
學
生

の
作
文
が
、
幅

田
甚

二
郎

「
時

局
下

に
於
け
る
少
年
不
良
化

の
歌
況
」
中

に
引

用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

「
學
校
か
ら
蹄
宅
し

て
も
表
戸
は
閉
ざ
さ
れ
中

に
は
誰
も
居
な

い
。
漸
く

裏

口
か
ら
這

入
つ
て
も
待

つ
も

の
は
堅
く

て
冷
め
た

い

『
お
む
す
び
』

の
御
飯

の
み
で
あ
り
、
佛
壇

に
置
か
わ
た
母
親

の
情

の
二
十
銭
を
持

つ

て
廻
韓
焼
な
ど
買
喰
ひ
に
赴

き
自
分
も
喰

べ
友
達
に
も
分
け
て
や
リ
、

一
仕
切
遊
ん
で
録

つ
て
も
未
だ
誰

も
居
な

い
。
濁
り
ぼ

つ
ち
で
何
だ
か

眠
く
な

つ
た
か
ら
蒲
團
を
敷

い
て
寝

た
。
」
云

々
。

此
塵
に
述

べ
ら
れ
て
ゐ
る
が
如
き
事
例
が
そ
ん
な
に
稀
な
も

の
と
は
思
は
れ
な

い
。
而

し
て

斯
く

の
如

き
無
監
督
状
態

の
少
年

の
將
來

に
及
ぼ
す
影
響
が
甚
大
で
あ
り
、
其

の
不
良
化
す
る
絶
好

の
温
床
で
あ
る

こ
と
を
、
何
人
も
否
定
し

晩
近

の
少
年
犯
罪

に
就

い
て

八
三
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な
い
で
あ
ら
う
o

(
三
)

第
一
例
及
び
第
二
例
は
、
大
西
輝
一
、
少
年
工
に
現
は
れ
た
犯
罪
駅
態

(少
年
保
護
第
五
巷
第
十
一
號
)
所
載
。
第
三
例
は
、
唐
田
碩
圓
、

要
教
護
少
年
の
憂
質
徴
候
と
其
の
観
察

(
社
会事
業
研
究
第
二
八
巻
第
二
號
)
所
載
。
第
四
例
以
下
は
私
自
身
で
選
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
之
等

「
何
程
か
の
類
型
性
を
示
す
と
考
へ
ら
れ
る
具
体
的
事
例
」
を
選
鐸
す
る
に
當
っ
て
は
、
先
づ
實
務
家
数
氏
よ
リ
輓
近
の
経
験
を
聴
い・て
之
を

念
頭
に
置
き
、
渉
狸
す
る
こ
と
を
得
た
確
定
判
決
の
謄
本
と
繭
岡
少
年
審
剣
所
の
事
件
記
録
中
よ
り
之
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

四

こ
れ
で

一
慮
本
稿
を
絡
る
。
胃
頭
に
少
年
犯
罪
の
韓
近
の
趨
勢
は
必
ず
し
も
樂
観
を
許
さ
な
い
も
の
が
あ
る
、
ご
謂

つ
た
所
以
は

不
十
分
な
が
ら
も
大
麗
把
握
す
る
こ
と
が
出
來
た
と
思
ふ
。
其
の
將
來
の
見
通
し
や
封
策
を
論
す
る
こ
ご
は
、
差
當
り
本
稿
の
意
圖

し
た
範
囲
以
外
で
あ
る
。
然
し
特
に
思
ひ
浮
べ
る
二
三
を
摘
記
す
れ
ば
、

(
一
)
朝
近
特
に
注
意
す
べ
き
少
年
職
工
の
不
良
化
を
防
止
す
る
た
め
、
速
に
適
當
な
封
策
が
講
ぜ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ら

う
。
其
の
訓
練
や
指
導
に
力
を
そ
そ
ぎ
、
賃
銀
の
支
給
に
關
し
て
も
然
る
べ
き
統
制
が
試
み
ら
れ
、
好
景
氣
が
兎
角
少
年
工
の
浪
費

癖
を
助
長
し
堕
落

に
追
ひ
込
む
か
た
む
き
の
あ
る
こ
と
を
、
切
に
警
戒
し
て
欲
し
い
。
而
し
て
斯
く
の
如
き
瓢
に
關
し
て
は
、
小
規

模
な
る
町
工
場
の
経
営
者
に
対
し
、
特
に
反
省
と
自
畳
を
求
め
且
つ
十
分
に
監
督
す
る
必
要
が
あ
る
ご
信
す
る
。

(
二
)
時
局
下
に
於
い
て
何
と
し
て
も
見
落
す
こ
ご
の
出
來
な
い
の
は
、
懸
召
者
の
子
弟
の
無
監
督
と
不
良
化
の
問
題
で
あ
る
。

親
に
澗
題
は
過
ぎ
去

つ
て
ゐ
る
や
う
に
考

へ
る
の
は
認
識
不
足
で
あ
ら
う
。
拙
征
の
父
兄
に
代

つ
て
監
督
者
な
き
其
の
子
弟
を
指
導



す
べ
き
後
見
的
機
關
の
充
實
は
、
銃
後

に
於
け
る
極
め
て
緊
要
な
事
項
な
の
で
は
な
い
か
。
同
様
な
こ
と
は
職
獲
勇
士
の
遺
見
に
闘

し
て
も
考

へ
ら
れ
る
。
遺
見
の
監
護
教
育
に
關
し
、
既
に
果
し
て
十
分
遺
漏
な
き
慈
愛
の
手
が
さ
し
の
べ
ら
れ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
。

國
家
ε
國
民
と
が
よ
く
名
實
共
に
全
き
保
護
ご
監
督
と
指
導
の
役
割
を
果
す
こ
と
ヴ」
そ
、
地
下
の
英
鰻
を
な
ぐ
さ
む
る
第

一
の
も
の

で
あ
る
ご
信
す
る
。

(
三
)
右

に
述

べ
る
ご
こ
ろ
は
更
ら
に

一
般
化
し
て
考

へ
る
こ
と

が
出
來
る
で
あ
ら
う
。
少
年
は
明
日
の
國
家
の
運
命

を
託
す
べ

き
至
實
で
あ
る
。

一
切
の
監
督
者
な
き
少
年
を
無
監
督
の
ま
ま

に
放
置
し
て
お
く
こ
と

は
、
文
明
國
の
恥
辱
ご
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
非
常
時
局
下
に
於
い
て
、
幾
多
の
少
年
保
護
事
業
関
係
瀞
の
活
動
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
も
の
あ
る
を
傳

へ
蕪
き
、
吾
々
は
只
管

感
謝
の
念
に
堪
え
な
い
次
第
な
の
で
あ
る
が
、
尚
ほ
兄
童
保
護
事
業
や
少
年
教
護
事
業
の

一
暦
強
化
せ
ら

れ
組
織
化
せ
ら
れ
緊
密
化

せ
ら
れ
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
疑
は
な
い
。

(四
)
十
分
な
る
監
督

と
指
導
を
全
ふ
す
る
こ
と

が
出
來
な
か
つ
た
た
め
に

「
あ
や
ま
ち
」
を
犯
す
に
至

つ
九
少
年
に
対
し
、
出

來
る
限
り
速
に
適
切
な
保
護
虜
分
の
加

へ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
今
更
ら
こ
と
こ
ご
し
く
謂

ふ
ま
で
も
な
い
。
犯

罪
少
年
に
つ
い
て
は
、
特

に
早
期
爽
見
と
早
期
治
療

に
よ
る
教
化
改
善
の
効
果
多
き
こ
と
は
、
何
人
も
疑
問
ε
し
な
い
ご
こ
ろ
で
あ

る
。
然
る
に
少
年
法
の
制
定
後
既
に
・殆
ん
ご
二
十
年
に
し
て
倫
ぽ
内
地
で
さ
へ
其
の
未
施
行
区
域

の
相
當

に
存
す
る
こ
ご
は
、
甚
だ

理
解
に
苦
し
む
ご
こ
ろ
で
あ

つ
て
、
殊
に
人
的
資
源
の
尊
重

が
さ
け
ば
れ
る
際
、

一
番
大
切
な
こ
ご
が
何
時
ま
で
も
等
閑
覗
せ
ら
れ

て
ゐ
る
、
と
い
ふ
遺
憾
を
禁
じ
得
な
い
次
第
で
あ
る
。

(
昭
和
十
六
年

一
月
十
五
日
稿
)

輓
近

の
少
年
犯
罪
に
就
い
て

八
五


